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福生市告示第 40号 

 

 Ｒ８ストックマネジメント修繕改築工事について、制限付一般競争入札に付すので、福生市

契約事務規則（平成 18年規則第 16号）第７条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

令和８年４月１日 

福生市長 加 藤 育 男 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 工事件名 Ｒ８ストックマネジメント修繕改築工事 

(２) 工事場所 福生市内 

(３) 業  種 下水道施設工事 

(４) 工  期 契約確定日の翌日から令和９年２月 26日まで 

(５) 予定価格 403,793,500 円（消費税及び地方消費税相当額含む。） 

(６) 工事概要 更生工法        29 スパン 442.76ｍ  

修繕工法        37 箇所 

本管布設替え工     １箇所 3.8ｍ 

人孔部分修繕       48 基 

取付管更生        13 箇所 

取付管布設替え     ７箇所 

人孔蓋替工       642 基 

人孔転落防止梯子設置  301 基 

（７）本工事は、週休２日制工事とする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとし、特に指定の無い場合

は、その基準日は告示日とする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないもので

あること。 

(２) 福生市の建設工事等競争入札参加資格を有し、「下水道施設工事」の業種に登録してい

ること。 

(３) 東京都内に、福生市と契約を締結する権限を有する本店、支店、営業所等があること。 

(４) 最新の経営事項審査による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の「土木一

式」、「舗装」又は「水道施設」の総合評定値（Ｐ）について、次に掲げる要件を備えてい

ること。 
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ア 東京の区部に、福生市と契約を締結する権限を有する本店、支店、営業所等がある

者については、総合評価値（Ｐ）1,300 点以上であること。 

イ 多摩地区（西多摩地区の市町村を除く。）に、福生市と契約を締結する権限を有する

本店、支店、営業所等がある者については、総合評定値（Ｐ）1,200 点以上であるこ

と。 

ウ 西多摩地区（福生市を除く。）に、福生市と契約を締結する権限を有する本店、支店、

営業所等がある者については、総合評定値（Ｐ）1,100 点以上であること。 

エ 福生市内に、福生市と契約を締結する権限を有する本店、支店、営業所等がある者    

については、総合評定値（Ｐ）1,000 点以上であること。 

(５) 「土木一式」、「舗装」又は「水道施設」における特定建設業許可を有していること。 

(６) 告示日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた反転・

形成工法の協会等に加入していること。 

(７) 本工事については、下水道管きょ更生工事に関し、構造計算等高度な知識が求められ

るため、下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社団法人 日本下水道管路管理

業協会）または下水道管路更生管理技士（一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会）

の資格を保有するものを配置すること。また、現場代理人、監理技術者及び主任技術者と

の兼務も認めることとする。 

(８) 令和３年４月１日以降の下水道施設工事における官公庁発注工事において、元請とし

て完工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績の場合は出資比率が20パ

ーセント以上のものに限る。）。ただし、福生市内に福生市と契約を締結する権限を有す

る本店、支店、営業所等がある者については、実績の有無を問わない。 

(９) 経営不振の状態（会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第１項の規定により

更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条第１項

の規定により再生手続開始の申立てをしたとき、手形若しくは小切手が不渡りになったと

き等）にないこと。 

(10) 告示日から開札日までにおいて、福生市で指名停止措置を受けていないこと。 

(11) 「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス 競争入札参加資格申請の手引き」に定

義される関係会社が入札に参加していないこと。 

(12) 入札参加有資格者が、入札までに、上記(１)から(11)までの入札参加資格要件を満た

さなくなったときは、入札に参加できない。 

 

３ 入札参加資格確認申請 

この入札に参加を希望する者は、電子調達システムにおける電子入札サービスにより申請

をした後、指定した提出書類一式を、指定した申請場所に申請期間内に提出し、資格の確認

を受けなければならない。 

(１) 申請期間 令和８年４月１日（水）午前８時 30分から令和８年４月 15日（水）午後
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５時 15分まで 

(２) 申請場所 電子調達システムにおける電子入札サービス 

(３) 提出書類は次のとおりとする。なお、指定書式があるものについては、東京都福生市

公式ホームページ（https://www.city.fussa.tokyo.jp/）からダウンロードを行い、Ａ４

サイズで作成すること。 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（指定書式） 

イ 建設工事等競争入札参加資格審査受付票（表裏両面）の写し 

ウ 申請日において有する最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

エ 特定建設業許可通知の写し（建設業許可申請書は不可） 

オ 公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を受けた反転・形成工法の協会等

に加入していることが確認できる書類 

カ 配置予定の現場代理人及び技術者についての調書（様式は任意） 

※氏名及び工事経験を記載したもの 

※資格者証、修了証等の写しを添付すること。 

キ 令和３年４月１日以降に受注し、履行が完了した同種工事（下水道施設工事）の施工

実績一覧（任意様式）及び当該実績に掲げた契約書の写し（件名、金額、発注者等の記

載のある部分のみで可） 

※共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が 20 パーセント以上のものと  

確認できる資料も添付すること。 

 ※施工実績一覧について、参加資格要件である官公庁発注工事の実績を含めること。 

(４)  提出方法 窓口への持参または郵送による紙での提出。もしくは、電子調達システム 

    における電子入札サービスでの電子媒体による提出。 

(５)  提出期間、提出場所等 

  ア 持参の場合 

  令和８年４月 15 日（水）までの間の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（正午から

午後１時までの時間帯を除く。）に福生市総務部契約管財課契約係（市庁舎第１棟５階）に

持参すること。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

イ 郵送の場合 

   次の提出先に簡易書留により郵送すること。ただし、令和８年４月 15日（水）必着と 

 する。 

  提出先 福生市総務部契約管財課契約係 

  郵便番号 197-8501 

  所在地 東京都福生市本町５番地 

ウ 電子媒体の場合 

  令和８年４月 15日（水）の午後５時 15分までに、電子調達システムにおける電子入札

サービスによる一般競争入札参加資格確認申請書の送信時に、３（３）に記載のある提出
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書類を添付すること。 

 (６) その他 電子入札サービスにおける申請と提出書類の提出をそれぞれの期間内に行

わなければならない。いずれか一方が期間内に行われなかった場合、入札参加資格は認め

ない。 

 

４ 審査結果の通知 

入札参加資格確認の結果は、令和８年４月 23日（木）に通知する。 

 

５ 設計図書等の貸出し 

設計図書等の貸出しは、令和８年４月 23 日（木）から行う。電子入札サービスにおける

「発注図書等受領」にて受領すること。 

 

６ 設計図書等の質疑等 

設計図書等についての質問及び回答は、電子調達システムにおける電子入札サービスによ

り行う。 

(１) 質疑書提出期限 令和８年５月 19日（火）午前 10時 00分まで 

 (２) 回答予定日時  令和８年５月 21日（木）午後５時 00分まで 

 

７ 入札及び開札の日時 

(１) 入札日時 令和８年５月 26日（火） 午後５時 00分締切 

(２) 開札日時 令和８年５月 27日（水） 午前９時 00分 

 

８ 入札保証金 

入札保証金の納付は免除する。 

 

９ 入札の方法 

入札の方法については、福生市契約事務規則に規定するところによる。 

 

10 工事費内訳書の提出 

(１) 入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出をすること。 

(２) 工事費内訳書の様式は、電子入札システムのものを使用すること。 

(３) Word、Excel、PDF形式の工事費内訳書の添付は不要とする。ただし、必要に応じて提

出を求めた場合には、直ちに提出すること。 

 

11 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札又は明らかに連合によると認められる入札は、これを
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無効とする。 

(１) 入札に参加する資格がない者のした入札 

(２) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

(３) 入札書が入札締切日までに、電子入札システムのサーバーに到着しないもの 

(４) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印に相当する電磁的記

録がなされていないもの 

(５) 電子入札システムの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わな

いで入力した入札 

(６) 電子入札システムにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力し

た入札 

(７) 電子入札システムの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札 

(８) 再度入札に当たり、直前の入札の最低価格以上の入札 

(９) 予定価格が事前に公表されている入札において、当該予定価格の 110 分の 100に相当

する金額を上回る価格の入札 

(10) 工事費内訳書の提出がない又は工事費内訳書に誤り等がある入札 

(11) 上記(１)から(10)までに掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの 

 

12 契約保証金 

契約保証金は、契約金額の 10パーセント以上とする。 

 

13 支払条件 

(１) 前払金 あり。工事請負費の 40パーセント相当額と中間前払金工事請負費の 20パー

セント相当額。 

(２) 部分払 なし。 

 

14 契約条項を示す場所 

福生市総務部契約管財課契約係（福生市公式ホームページの『入札・契約』欄に掲載あり） 

 

15 その他 

(１) 本件は、予定価格事前公表対象案件であるので、入札回数は１回とする。 

(２) 本件は、低入札価格調査制度対象工事である。 

(３) 入札参加者が１者に満たない場合は、入札を中止する。 

(４) 入札後は、いかなる理由をもっても異議を申し立てることができない。 

(５) 契約書は、福生市指定の工事請負契約書を使用する。 

(６) 入札参加者は、建設業法（昭和 24年法律第 100号）、福生市契約事務規則及び福生市

競争入札参加者心得（電子入札用）のほか、関係法令等を遵守すること。 


